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緊急事態宣言の期間が延長された場合の登園自粛要請について 

新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令に伴い、令和２年４月８日から

同年５月６日まで施設への登園自粛を要請しているところですが、緊急事態宣

言の期間が延長された場合は、緊急事態宣言の解除日まで登園自粛要請の期間

を延長することといたします。 

勤務等の都合により利用される方の登園を妨げるものではありませんが、感

染拡大防止を図るため、家庭での保育をご検討いただき、登園を控えていただく

ようお願いいたします。 

保護者の皆様におかれましては、お子様のご家庭での健康管理にご留意いた

だくようお願いいたします。 

なお、要請により登園を控えていただいている間の利用者負担額（保育料）に

つきましては、当該月の登園日数に応じた日割り計算による還付等を行います。

３歳以上児の給食費の取扱いにつきましては、各施設にお問い合わせください。 

また、現在保護者が育児休業中または求職中であり、各月末日までを期限とし

た復職や就労開始を条件に入所されている方につきましては、緊急事態宣言が

解除された日以降最初の１日が属する月の翌月末日まで期限を延長いたします。 
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